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（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支

援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

（
新
設
）

に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
五
号
。
以
下
「
算
定
告
示
」

と
い
う
。
）
別
表
の
１
の
注
１
及
び
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

イ

機
能
強
化
型
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
費

及
び
機
能
強
化
型
継
続
サ
ー
ビ

(Ⅰ)

ス
利
用
支
援
費
(Ⅰ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

他
の
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支

援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労

働
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
指
定
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

と
一
体
的
に
管
理
運
営
を
行
う
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

㈠

利
用
者
に
関
す
る
情
報
又
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意

事
項
の
伝
達
等
を
目
的
と
し
た
会
議
を
定
期
的
に
開
催
し
て
い
る
こ

と
。

㈡

二
十
四
時
間
連
絡
体
制
を
確
保
し
、
か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
利
用

者
等
の
相
談
に
対
応
す
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

㈢

指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
の
新
規
に
採
用
し
た
全
て
の
相
談
支

援
専
門
員
（
指
定
基
準
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
相
談
支
援
専
門

員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修

（
指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
七

号
）
第
二
号
に
規
定
す
る
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
修
了
し
た
相
談
支
援
専
門
員
の
同
行
に
よ
る
研
修
を

実
施
し
て
い
る
こ
と
。
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㈣

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
か
ら
支

援
が
困
難
な
事
例
を
紹
介
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
支
援
が

困
難
な
事
例
に
係
る
者
に
指
定
計
画
相
談
支
援
（
法
第
五
十
一
条
の

十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
計
画
相
談
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。

㈤

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
等
が
実
施
す
る
事
例
検
討
会
等
に
参
加

し
て
い
る
こ
と
。

㈥

運
営
規
程
（
指
定
基
準
第
十
九
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
を
い
う

。
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
市
町
村
に
よ
り
地
域
生

活
支
援
拠
点
等
（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
障
害
児
通
所
支
援
等

の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成
二
十
九

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
六
号
）
第
二
の
三
に
規
定
す
る
地
域
生

活
支
援
拠
点
等
を
い
う
。
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

㈦

当
該
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
及
び
こ
れ
と
一
体
的
に
管
理
運

営
を
行
う
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
専
ら
指
定
計
画

相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専
門
員
を
合
計
四
名

以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支
援
従
事
者
現

任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

㈧

当
該
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
及
び
こ
れ
と
一
体
的
に
管
理
運

営
を
行
う
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
専
ら

指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専
門
員
を

一
名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。

㈨

当
該
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
及
び
こ
れ
と
一
体
的
に
管
理
運

営
を
行
う
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
取
扱

件
数
（
算
定
告
示
別
表
の
１
の
注
１
に
規
定
す
る
取
扱
件
数
を
い
う

。
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四
十
未
満
で
あ
る
こ
と
。

⑵

⑴
に
規
定
す
る
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
以
外
の
指
定
特
定
相
談
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支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す

る
こ
と
。

㈠

イ
の
⑴
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

㈡

専
ら
指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専

門
員
を
四
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支

援
従
事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

㈢

取
扱
件
数
が
四
十
未
満
で
あ
る
こ
と
。

ロ

機
能
強
化
型
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
費

及
び
機
能
強
化
型
継
続
サ
ー
ビ

(Ⅱ)

ス
利
用
支
援
費
(Ⅱ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

他
の
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
と
一
体
的
に
管
理
運
営
を
行
う
指

定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ

に
も
適
合
す
る
こ
と
。

㈠

イ
の
⑴
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
、
㈧
及
び
㈨
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

。
㈡

当
該
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
及
び
こ
れ
と
一
体
的
に
管
理
運

営
を
行
う
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
専
ら
指
定
計
画

相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専
門
員
を
合
計
三
名

以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支
援
従
事
者
現

任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

⑴
に
規
定
す
る
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
以
外
の
指
定
特
定
相
談

支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す

る
こ
と
。

㈠

イ
の
⑴
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

㈡

イ
の
⑵
の
㈢
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

㈢

専
ら
指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専

門
員
を
三
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支

援
従
事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

機
能
強
化
型
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
費

及
び
機
能
強
化
型
継
続
サ
ー
ビ

(Ⅲ)

ス
利
用
支
援
費
(Ⅲ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。
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⑴

他
の
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
と
一
体
的
に
管
理
運
営
を
行
う
指

定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ

に
も
適
合
す
る
こ
と
。

㈠

イ
の
⑴
の
㈠
、
㈢
か
ら
㈥
ま
で
及
び
㈨
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

。
㈡

当
該
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
及
び
こ
れ
と
一
体
的
に
管
理
運

営
を
行
う
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
専
ら

指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専
門
員
を

一
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支
援
従
事

者
現
任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

⑴
に
規
定
す
る
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
以
外
の
指
定
特
定
相
談

支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す

る
こ
と
。

㈠

イ
の
⑴
の
㈠
及
び
㈢
か
ら
㈤
ま
で
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

㈡

イ
の
⑵
の
㈢
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

㈢

専
ら
指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専

門
員
を
二
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支

援
従
事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

ニ

機
能
強
化
型
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
費

及
び
機
能
強
化
型
継
続
サ
ー
ビ

(Ⅳ)

ス
利
用
支
援
費
(Ⅳ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

ハ
の
⑵
の
㈠
及
び
㈡
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

専
ら
指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
相
談
支
援
専
門
員
を
二

名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
を
常
勤
と
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
て

い
る
こ
と
。

二

算
定
告
示
別
表
の
３
の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
五
号
。
以
下
「
算
定
告
示
」

と
い
う
。
）
別
表
の
３
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。
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イ

新
規
に
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
（
法
第
五
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る

イ

新
規
に
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
す
る
計

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号

画
相
談
支
援
対
象
障
害
者
等
（
法
第
五
十
一
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス

る
計
画
相
談
支
援
対
象
障
害
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
指

等
利
用
計
画
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
す
る
計
画
相
談
支

定
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
サ
ー
ビ
ス
利
用

援
対
象
障
害
者
等
（
法
第
五
十
一
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
相

支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合

談
支
援
対
象
障
害
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
指
定
サ
ー
ビ

ス
利
用
支
援
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

（
削
る
）

二

算
定
告
示
別
表
の
４
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

イ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅰ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

専
ら
指
定
計
画
相
談
支
援
（
法
第
五
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定

す
る
指
定
計
画
相
談
支
援
を
い
う
。
）
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談

支
援
専
門
員
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
八
号
。

以
下
「
指
定
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
相
談
支
援
専
門

員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
四
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち

一
名
以
上
が
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
以
下
「
主
任
相
談
支

援
専
門
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

⑵

利
用
者
に
関
す
る
情
報
又
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意
事

項
に
係
る
伝
達
等
を
目
的
と
し
た
会
議
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
。

⑶

二
十
四
時
間
連
絡
体
制
を
確
保
し
、
か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
利
用
者

等
の
相
談
に
対
応
す
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

⑷

指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
（
指
定
基
準
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
新
規
に
採

用
し
た
全
て
の
相
談
支
援
専
門
員
に
対
し
、
主
任
相
談
支
援
専
門
員
の

同
行
に
よ
る
研
修
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

⑸

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
等
か
ら
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支
援
が
困
難
な
事
例
を
紹
介
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
支
援
が

困
難
な
事
例
に
係
る
者
に
指
定
計
画
相
談
支
援
を
提
供
し
て
い
る
こ
と

。
⑹

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
等
が
実
施
す
る
事
例
検
討
会
等
に
参
加
し

て
い
る
こ
と
。

⑺

算
定
告
示
別
表
の
１
の
注
１
に
規
定
す
る
取
扱
件
数
（
以
下
単
に
「

取
扱
件
数
」
と
い
う
。
）
が
四
十
未
満
で
あ
る
こ
と
。

ロ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅱ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

イ
の
⑵
、
⑶
、
⑸
、
⑹
及
び
⑺
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

専
ら
指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専
門

員
を
四
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支
援
従

事
者
現
任
研
修
（
指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二

百
二
十
七
号
）
第
二
号
に
規
定
す
る
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

⑶

指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
が
新
規
に
採
用
し
た
全
て
の
相
談
支
援

専
門
員
に
対
し
、
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
た
相
談
支
援

専
門
員
の
同
行
に
よ
る
研
修
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅲ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

イ
の
⑵
、
⑶
、
⑸
、
⑹
及
び
⑺
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

ロ
の
⑶
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑶

専
ら
指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専
門

員
を
三
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支
援
従

事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

ニ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅳ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

イ
の
⑵
、
⑸
、
⑹
及
び
⑺
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

ロ
の
⑶
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑶

専
ら
指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専
門
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員
を
二
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支
援
従

事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

算
定
告
示
別
表
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

四

算
定
告
示
別
表
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

12

11

（
略
）

（
略
）

五

算
定
告
示
別
表
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

五

算
定
告
示
別
表
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

13

12

（
略
）

（
略
）

六

算
定
告
示
別
表
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

六

算
定
告
示
別
表
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

14

13

（
略
）

（
略
）

七

算
定
告
示
別
表
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
新
設
）

15

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ

地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
研
修
（
障
害
者
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト

研
修
に
お
け
る
基
礎
研
修
及
び
専
門
研
修
に
限
る
。
）
の
課
程
を
修
了
し

、
当
該
研
修
の
事
業
を
行
っ
た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨

の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
次
の
㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も

の
を
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
の
従
業
者
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
常
勤
換
算

方
法
で
〇
・
五
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。

㈠

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
（
以
下
こ
の
㈠
及
び
ロ
に
お

い
て
単
に
「
障
害
者
」
と
い
う
。
）
又
は
障
害
者
で
あ
っ
た
と
市
町
村

長
が
認
め
る
者

㈡

管
理
者
、
相
談
支
援
専
門
員
そ
の
他
指
定
計
画
相
談
支
援
に
従
事
す

る
者

ロ

イ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
当
該
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業

所
の
従
業
者
に
対
し
、
障
害
者
に
対
す
る
配
慮
等
に
関
す
る
研
修
が
年
一

回
以
上
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

イ
に
掲
げ
る
者
を
配
置
し
て
い
る
旨
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

八

算
定
告
示
別
表
の

の
注
及
び

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

七

算
定
告
示
別
表
の

の
注
及
び

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

16

17

14

15

運
営
規
程
に
お
い
て
、
市
町
村
に
よ
り
地
域
生
活
支
援
拠
点
等
と
し
て
位

指
定
基
準
第
十
九
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
に
お
い
て
、
地
域
生
活
支
援

置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

拠
点
等
（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
障
害
児
通
所
支
援
等
の
円
滑
な
実
施

を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

百
十
六
号
）
第
二
の
三
に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
拠
点
等
を
い
う
。
）
で
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あ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。
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（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に

改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算

（
新
設
）

定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
。
以

下
「
算
定
告
示
」
と
い
う
。
）
別
表
の
１
の
注
１
及
び
注
２
の
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
基
準

イ

機
能
強
化
型
障
害
児
支
援
利
用
援
助
費

及
び
機
能
強
化
型
継
続
障
害

(Ⅰ)

児
支
援
利
用
援
助
費
(Ⅰ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

他
の
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定

障
害
児
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二

十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下
「
指
定
基
準
」
と
い
う
。

）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
と
一
体
的
に
管
理
運
営
を
行
う
指
定
障
害
児
相
談
支

援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

こ
と
。

㈠

障
害
児
に
関
す
る
情
報
又
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意

事
項
の
伝
達
等
を
目
的
と
し
た
会
議
を
定
期
的
に
開
催
し
て
い
る
こ

と
。

㈡

二
十
四
時
間
連
絡
体
制
を
確
保
し
、
か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
障
害

児
等
の
相
談
に
対
応
す
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

㈢

指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
の
新
規
に
採
用
し
た
全
て
の
相
談

支
援
専
門
員
（
指
定
基
準
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
相
談
支
援
専

門
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研

修
（
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二

十
五
号
）
第
二
号
に
規
定
す
る
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
を
修
了
し
た
相
談
支
援
専
門
員
の
同
行
に
よ
る
研

修
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
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㈣

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

三
号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
七
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
等
か
ら
支
援
が
困
難
な
事
例
を
紹
介
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て

も
、
当
該
支
援
が
困
難
な
事
例
に
係
る
者
に
指
定
障
害
児
相
談
支
援

（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障

害
児
相
談
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。

㈤

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
等
が
実
施
す
る
事
例
検
討
会
等
に
参
加

し
て
い
る
こ
と
。

㈥

運
営
規
程
（
指
定
基
準
第
十
九
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
を
い
う

。
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
市
町
村
に
よ
り
地
域
生

活
支
援
拠
点
等
（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
障
害
児
通
所
支
援
等

の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成
二
十
九

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
六
号
）
第
二
の
三
に
規
定
す
る
地
域
生

活
支
援
拠
点
等
を
い
う
。
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

㈦

当
該
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
及
び
こ
れ
と
一
体
的
に
管
理

運
営
を
行
う
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
専
ら
指
定

障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専
門
員
を
合

計
四
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支
援
従

事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

㈧

当
該
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
及
び
こ
れ
と
一
体
的
に
管
理

運
営
を
行
う
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

専
ら
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専

門
員
を
一
名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。

㈨

当
該
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
及
び
こ
れ
と
一
体
的
に
管
理

運
営
を
行
う
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

取
扱
件
数
（
算
定
告
示
別
表
の
１
の
注
１
に
規
定
す
る
取
扱
件
数
を

い
う
。
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四
十
未
満
で
あ
る
こ
と
。
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⑵

⑴
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
以
外
の
指
定
障
害
児

相
談
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適

合
す
る
こ
と
。

㈠

イ
の
⑴
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

㈡

専
ら
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援

専
門
員
を
四
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談

支
援
従
事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

㈢

取
扱
件
数
が
四
十
未
満
で
あ
る
こ
と
。

ロ

機
能
強
化
型
障
害
児
支
援
利
用
援
助
費

及
び
機
能
強
化
型
継
続
障
害

(Ⅱ)

児
支
援
利
用
援
助
費
(Ⅱ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

他
の
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
と
一
体
的
に
管
理
運
営
を
行
う

指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い

ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

㈠

イ
の
⑴
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
、
㈧
及
び
㈨
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

。
㈡

当
該
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
及
び
こ
れ
と
一
体
的
に
管
理

運
営
を
行
う
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
専
ら
指
定

障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専
門
員
を
合

計
三
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支
援
従

事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

⑴
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
以
外
の
指
定
障
害
児

相
談
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適

合
す
る
こ
と
。

㈠

イ
の
⑴
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

㈡

イ
の
⑵
の
㈢
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

㈢

専
ら
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援

専
門
員
を
三
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談

支
援
従
事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

機
能
強
化
型
障
害
児
支
援
利
用
援
助
費

及
び
機
能
強
化
型
継
続
障
害

(Ⅲ)

児
支
援
利
用
援
助
費
(Ⅲ)
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次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

他
の
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
と
一
体
的
に
管
理
運
営
を
行
う

指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い

ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

㈠

イ
の
⑴
の
㈠
、
㈢
か
ら
㈥
ま
で
及
び
㈨
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

。
㈡

当
該
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
及
び
こ
れ
と
一
体
的
に
管
理

運
営
を
行
う
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

専
ら
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専

門
員
を
一
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支

援
従
事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

⑴
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
以
外
の
指
定
障
害
児

相
談
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適

合
す
る
こ
と
。

㈠

イ
の
⑴
の
㈠
及
び
㈢
か
ら
㈤
ま
で
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

㈡

イ
の
⑵
の
㈢
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

㈢

専
ら
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援

専
門
員
を
二
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談

支
援
従
事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

ニ

機
能
強
化
型
障
害
児
支
援
利
用
援
助
費

及
び
機
能
強
化
型
継
続
障
害

(Ⅳ)

児
支
援
利
用
援
助
費
(Ⅳ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

ハ
の
⑵
の
㈠
及
び
㈡
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

専
ら
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
相
談
支
援
専
門
員
を

二
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
を
常
勤
と
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修
を
修
了
し

て
い
る
こ
と
。

二

算
定
告
示
別
表
の
３
の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

一

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算

定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
。
以

下
「
算
定
告
示
」
と
い
う
。
）
別
表
の
３
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
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次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

新
規
に
障
害
児
支
援
利
用
計
画
（
法
第
六
条
の
二
の
二
第
八
項
に
規
定

イ

新
規
に
障
害
児
支
援
利
用
計
画
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

す
る
障
害
児
支
援
利
用
計
画
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
す

第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
の
二
第
七
項
に

る
障
害
児
相
談
支
援
対
象
保
護
者
（
法
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
に

規
定
す
る
障
害
児
支
援
利
用
計
画
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作

規
定
す
る
「
障
害
児
相
談
支
援
対
象
保
護
者
」
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同

成
す
る
障
害
児
相
談
支
援
対
象
保
護
者
（
法
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
一

じ
。
）
に
対
し
て
指
定
障
害
児
支
援
利
用
援
助
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す

項
に
規
定
す
る
「
障
害
児
相
談
支
援
対
象
保
護
者
」
を
い
う
。
ロ
に
お
い

る
「
指
定
障
害
児
支
援
利
用
援
助
」
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

て
同
じ
。
）
に
対
し
て
指
定
障
害
児
支
援
利
用
援
助
（
同
項
第
一
号
に
規

行
っ
た
場
合

定
す
る
「
指
定
障
害
児
支
援
利
用
援
助
」
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
行
っ
た
場
合

ロ

障
害
児
支
援
利
用
計
画
を
作
成
す
る
月
の
前
六
月
間
に
お
い
て
、
障
害

ロ

障
害
児
支
援
利
用
計
画
を
作
成
す
る
月
の
前
六
月
間
に
お
い
て
、
障
害

児
通
所
支
援
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第

児
通
所
支
援
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
い
な
い

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

障
害
児
相
談
支
援
対
象
保
護
者
に
対
し
て
指
定
障
害
児
支
援
利
用
援
助
を

三
号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規

行
っ
た
場
合

定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
い
な
い
障
害
児
相

談
支
援
対
象
保
護
者
に
対
し
て
指
定
障
害
児
支
援
利
用
援
助
を
行
っ
た
場

合

（
削
る
）

二

算
定
告
示
別
表
の
４
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

イ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅰ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

専
ら
指
定
障
害
児
相
談
支
援
（
法
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
に

規
定
す
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
に

当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専
門
員
（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害

児
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四

年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下
「
指
定
基
準
」
と
い
う
。
）
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
相
談
支
援
専
門
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
四
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
別
に
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
者
（
以
下
「
主
任
相
談
支
援
専
門
員
」
と
い
う
。
）
で

あ
る
こ
と
。

⑵

障
害
児
に
関
す
る
情
報
又
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意
事

項
に
係
る
伝
達
等
を
目
的
と
し
た
会
議
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
。

⑶

二
十
四
時
間
連
絡
体
制
を
確
保
し
、
か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
障
害
児
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等
の
相
談
に
対
応
す
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

⑷

指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
（
指
定
基
準
第
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
新
規

に
採
用
し
た
全
て
の
相
談
支
援
専
門
員
に
対
し
、
主
任
相
談
支
援
専
門

員
の
同
行
に
よ
る
研
修
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

⑸

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
障
害
者
総
合
支
援
法
第
七
十
七
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
ヘ
に
お
い
て

同
じ
。
）
等
か
ら
支
援
が
困
難
な
事
例
を
紹
介
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て

も
、
当
該
支
援
が
困
難
な
事
例
に
係
る
者
に
指
定
障
害
児
相
談
支
援
を

提
供
し
て
い
る
こ
と
。

⑹

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
等
が
実
施
す
る
事
例
検
討
会
等
に
参
加
し

て
い
る
こ
と
。

⑺

算
定
告
示
別
表
の
１
の
注
１
に
規
定
す
る
取
扱
件
数
（
以
下
単
に
「

取
扱
件
数
」
と
い
う
。
）
が
四
十
未
満
で
あ
る
こ
と
。

ロ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅱ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

イ
の
⑵
、
⑶
、
⑸
、
⑹
及
び
⑺
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

専
ら
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専

門
員
を
四
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支
援

従
事
者
現
任
研
修
（
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し

て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
号
に
規
定
す
る
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

⑶

指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
が
新
規
に
採
用
し
た
全
て
の
相
談
支

援
専
門
員
に
対
し
、
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
た
相
談
支

援
専
門
員
の
同
行
に
よ
る
研
修
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅲ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

イ
の
⑵
、
⑶
、
⑸
、
⑹
及
び
⑺
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

ロ
の
⑶
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑶

専
ら
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専
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門
員
を
三
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支
援

従
事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

ニ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅳ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

イ
の
⑵
、
⑸
、
⑹
及
び
⑺
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

ロ
の
⑶
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑶

専
ら
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
相
談
支
援
専

門
員
を
二
名
以
上
配
置
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
が
相
談
支
援

従
事
者
現
任
研
修
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

算
定
告
示
別
表
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

四

算
定
告
示
別
表
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

12

10

（
略
）

（
略
）

五

算
定
告
示
別
表
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

五

算
定
告
示
別
表
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

13

11

（
略
）

（
略
）

六

算
定
告
示
別
表
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

六

算
定
告
示
別
表
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

14

12

（
略
）

（
略
）

七

算
定
告
示
別
表
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
新
設
）

15

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ

地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
研
修
（
障
害
者
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト

研
修
に
お
け
る
基
礎
研
修
及
び
専
門
研
修
に
限
る
。
）
の
課
程
を
修
了
し

、
当
該
研
修
の
事
業
を
行
っ
た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨

の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
次
の
㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も

の
を
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
の
従
業
者
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
常
勤
換

算
方
法
で
〇
・
五
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。

㈠

障
害
者
総
合
支
援
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
（
以
下
こ

の
㈠
及
び
ロ
に
お
い
て
単
に
「
障
害
者
」
と
い
う
。
）
又
は
障
害
者
で

あ
っ
た
と
市
町
村
長
が
認
め
る
者

㈡

管
理
者
、
相
談
支
援
専
門
員
そ
の
他
指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
従
事

す
る
者

ロ

イ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
当
該
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事

業
所
の
従
業
者
に
対
し
、
障
害
者
に
対
す
る
配
慮
等
に
関
す
る
研
修
が
年
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一
回
以
上
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

イ
に
掲
げ
る
者
を
配
置
し
て
い
る
旨
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

八

算
定
告
示
別
表
の

の
注
及
び

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

七

算
定
告
示
別
表
の

の
注
及
び

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

16

17

13

14

運
営
規
程
に
お
い
て
、
市
町
村
に
よ
り
地
域
生
活
支
援
拠
点
等
と
し
て
位

指
定
基
準
第
十
九
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
に
お
い
て
、
地
域
生
活
支
援

置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

拠
点
等
（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
障
害
児
通
所
支
援
等
の
円
滑
な
実
施

を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

百
十
六
号
）
第
二
の
三
に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
拠
点
等
を
い
う
。
）
で

あ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。
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（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支

援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働

省
告
示
第
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
削
る
）

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

一

指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
所
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事
業
の
人

（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
四
号
。
以
下
「
算
定
告
示
」

員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
七
号

と
い
う
。
）
別
表
第
１
の
１
の
イ
の
地
域
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定

。
以
下
「
指
定
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域

(Ⅰ)

す
べ
き
同
１
の
注
１
に
規
定
す
る
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
者
の
基
準

移
行
支
援
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
従
業
者
の
う
ち
、
一
人
以
上

が
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
又
は
こ
れ

ら
に
準
ず
る
者
で
あ
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

イ

指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
所
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事
業

の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二

十
七
号
。
以
下
「
指
定
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
従
業
者
の
う
ち

、
一
人
以
上
が
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す

る
者
又
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
行
わ
れ

る
研
修
（
精
神
障
害
関
係
従
事
者
養
成
研
修
に
お
け
る
精
神
障
害
者
地
域

移
行
・
地
域
定
着
支
援
関
係
者
研
修
に
限
る
。
）
の
課
程
を
修
了
し
、
当

該
研
修
の
事
業
を
行
っ
た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証

明
書
の
交
付
を
受
け
た
相
談
支
援
専
門
員
で
あ
る
こ
と
。

ロ

指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
地
域
移
行
支
援
（
指
定

基
準
第
一
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
指
定
地
域
移
行
支
援
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
利
用
し
た
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者
（
同
条
第
五
号

に
規
定
す
る
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
う
ち
、
地
域
に
お
け
る
生
活
に
移
行
し
た
者
が
、
前
年
度
に
お
い
て
三
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人
以
上
い
る
こ
と
。

ハ

指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
所
が
、
法
第
五
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
精

神
科
病
院
、
指
定
基
準
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
等

、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
救
護
施
設
等
又
は
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る

刑
事
施
設
等
と
の
緊
密
な
連
携
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

二

算
定
告
示
別
表
第
１
の
１
の
ロ
の
地
域
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定

二

指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
基
準
第
一
条
第
十
一
号
に

(Ⅱ)

す
べ
き
同
１
の
注
１
に
規
定
す
る
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
者
の
基
準

規
定
す
る
指
定
地
域
移
行
支
援
を
利
用
し
た
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
地
域

相
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者
の
う
ち
、
地
域
に
お
け
る
生
活
に
移
行
し
た
者

が
、
前
年
度
に
お
い
て
一
人
以
上
い
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

イ

一
の
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ

指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
地
域
移
行
支
援
を
利
用

し
た
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者
の
う
ち
、
地
域
に
お
け
る
生
活
に

移
行
し
た
者
が
、
前
年
度
に
お
い
て
一
人
以
上
い
る
こ
と
。

三

算
定
告
示
別
表
第
１
の
１
の
２
の
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
体
制
加
算
を
算
定
す
べ

三

指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
所
が
、
精
神
科
病
院
（
法
第
五
条
第
二
十
項
に

き
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
所
の
基
準

規
定
す
る
精
神
科
病
院
を
い
う
。
）
、
指
定
基
準
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す

る
障
害
者
支
援
施
設
等
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
救
護
施
設
等
又
は
同
条

第
四
号
に
規
定
す
る
刑
事
施
設
等
と
の
緊
密
な
連
携
体
制
を
確
保
し
て
い
る

こ
と
。

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

⑴

法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
行
わ

れ
る
研
修
（
障
害
者
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
研
修
に
お
け
る
基
礎
研
修
及
び
専
門

研
修
に
限
る
。
）
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
研
修
の
事
業
を
行
っ
た
者
か

ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ

っ
て
、
次
の
㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
を
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
所
の

従
業
者
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
常
勤
換
算
方
法
で
〇
・
五
以
上
配
置
し
て
い
る

こ
と
。

㈠

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
（
以
下
こ
の
㈠
及
び
⑵
に
お

い
て
単
に
「
障
害
者
」
と
い
う
。
）
又
は
障
害
者
で
あ
っ
た
と
都
道
府

県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
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。
）
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下

「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
市

長
）
が
認
め
る
者

㈡

管
理
者
又
は
指
定
基
準
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
移
行

支
援
従
事
者

⑵

⑴
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
当
該
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業

所
の
従
業
者
に
対
し
、
障
害
者
に
対
す
る
配
慮
等
に
関
す
る
研
修
が
年
一

回
以
上
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑶

⑴
に
掲
げ
る
者
を
配
置
し
て
い
る
旨
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

四

算
定
告
示
別
表
第
１
の
４
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
体
験
利
用
加
算
の
注

（
新
設
）

３
の
加
算
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
所
の
基
準

指
定
基
準
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
に
お
い
て
、
当
該
指
定
地

域
移
行
支
援
事
業
所
が
市
町
村
に
よ
り
地
域
生
活
支
援
拠
点
等
（
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
等
及
び
障
害
児
通
所
支
援
等
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の

基
本
的
な
指
針
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
六
号
）
第
二
の

三
に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
拠
点
等
を
い
う
。
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

五

算
定
告
示
別
表
第
１
の
５
の
体
験
宿
泊
加
算
の
注
３
の
加
算
を
算
定
す
べ

（
新
設
）

き
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
所
の
基
準

第
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

六

算
定
告
示
別
表
第
１
の
６
の
居
住
支
援
連
携
体
制
加
算
を
算
定
す
べ
き
指

（
新
設
）

定
地
域
移
行
支
援
事
業
所
及
び
第
２
の
４
の
居
住
支
援
連
携
体
制
加
算
を
算

定
す
べ
き
指
定
地
域
定
着
支
援
事
業
所
（
指
定
基
準
第
四
十
条
に
お
い
て
準

用
す
る
指
定
基
準
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
定
着
支
援
事
業
所

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
基
準

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
四
十
条
に
規
定
す
る
住
宅
確
保

要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
又
は
同
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住

宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
協
議
会
と
の
連
携
に
よ
り
、
利
用
者
の
住
宅

の
確
保
及
び
居
住
の
支
援
を
図
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
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ロ

イ
に
規
定
す
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
旨
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

七

算
定
告
示
別
表
第
２
の
１
の
地
域
定
着
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
２
の
２
の

（
新
設
）

加
算
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
定
着
支
援
事
業
所
の
基
準

指
定
基
準
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
指
定
基
準
第
二
十
七
条
に
規

定
す
る
運
営
規
程
に
お
い
て
、
市
町
村
に
よ
り
地
域
生
活
支
援
拠
点
等
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

八

算
定
告
示
別
表
第
２
の
２
の
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
体
制
加
算
を
算
定
す
べ
き
指

（
新
設
）

定
地
域
定
着
支
援
事
業
所
の
基
準

第
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
第
二
号
イ
⑴
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
者
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支

援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
第
二
号
イ
⑴
の
規
定
に
基

づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す

律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す

る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
第
二
号
イ
⑴
の
規
定

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に

基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平

基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基

成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
五
号
）
別
表
計
画
相
談
支
援
給
付
費

づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百

単
位
数
表
４
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
相
談
支
援
従
事
者

八
十
号
）
第
二
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
相
談
支

現
任
研
修
（
指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

援
従
事
者
現
任
研
修
（
指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生

が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
七
号
）
第
二

労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
七

号
に
規
定
す
る
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修
を
い
う
。
）
を
修
了
し
た
後
、
相

号
）
第
二
号
に
規
定
す
る
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修
を
い
う
。
）
を
修
了
し

談
支
援
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の

た
後
、
相
談
支
援
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

二
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
の
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た

第
六
条
の
二
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
の
業
務
に
三
年
以
上

者
で
あ
っ
て
、
別
表
に
定
め
る
内
容
以
上
の
研
修
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
研

従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
別
表
に
定
め
る
内
容
以
上
の
研
修
の
課
程
を
修
了
し

修
の
事
業
を
行
っ
た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交

、
当
該
研
修
の
事
業
を
行
っ
た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証

付
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

明
書
の
交
付
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

別
表

（
略
）

別
表

（
略
）
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（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
基
準
第
二
号
イ
⑴
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
第
二
号
イ
⑴
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
三
十
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の

算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
第
二
号

イ
⑴
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定

に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表
障

に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
七
年
厚

害
児
相
談
支
援
給
付
費
単
位
数
表
４
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
一
号
）
第
二
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が

は
、
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修
（
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る

定
め
る
者
は
、
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修
（
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供

者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示

に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労

第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
号
に
規
定
す
る
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修
を
い
う

働
省
告
示
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
号
に
規
定
す
る
相
談
支
援
従
事
者
現
任
研

。
）
を
修
了
し
た
後
、
障
害
児
相
談
支
援
又
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

修
を
い
う
。
）
を
修
了
し
た
後
、
障
害
児
相
談
支
援
又
は
障
害
者
の
日
常
生
活

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

）
第
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
相
談
支
援
の
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者

二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
相
談
支
援
の
業
務
に
三
年
以
上
従

で
あ
っ
て
、
別
表
に
定
め
る
内
容
以
上
の
研
修
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
研
修

事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
別
表
に
定
め
る
内
容
以
上
の
研
修
の
課
程
を
修
了
し
、

の
事
業
を
行
っ
た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交
付

当
該
研
修
の
事
業
を
行
っ
た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証
明

を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

書
の
交
付
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

別
表

（
略
）

別
表

（
略
）


